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足立区基本計画審議会 会議概要 

会 議 名 足立区基本計画審議会 第４回ひと・行財政分科会 

事 務 局 政策経営部 基本計画担当課 

開催年月日 令和６年３月２９日（金） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 正午 

開 催 場 所 足立区役所 南館８階 特別会議室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 分科会長 市村 智 副分科会長 大山 日出夫 副分科会長 

笠井 健 委員 片野 和惠 委員 山下 友美 委員 

秋山 知子 委員 森元 隼人 委員 ぬかが 和子 委員 

野沢 てつや 委員   

【事務局】 

政策経営部長 

勝田 実 

基本計画担当課長 

伊東 貴志 

基本計画担当係長 

山﨑 悠生 

政策経営担当係長 

芳賀 優美子 

政策経営担当係長 

鈴木 力 

政策経営担当係長 

乾 洋平 

政策経営担当係長 

土井 渉 

政策経営担当係長 

古田 信幸 

政策経営担当係長 

池田 広幸 

株式会社 地域計画連合 

相羽 

株式会社 地域計画連合 

青野 

株式会社 地域計画連合 

青柳 

関 係 所 管 
教育政策課長 

田巻 正義 

子ども政策課長 

安部 嘉昭 
 

欠 席 者 なし 

会 議 次 第 
１ 第３回 分科会での意見について 

２ 足立区基本計画策定のための多様な意見聴取について 

３ 基本計画における施策に関する変更内容について 

４ 事務連絡 

様式第１号（第３条関係） 



2 

 

資 料 

・ 【資料１】第３回 分科会での主な意見一覧 

・ 【資料２】意見提出用紙による意見一覧 

・ 【資料３】足立区基本計画策定のための多様な意見聴取について 

・ 【資料４】基本計画における施策に関する変更内容について 

・ 【資料５】第 3回 全体会開催通知 

そ の 他 

傍聴人：有・無（１人） 

 その他参加者：有・無（     ） 
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（審議経過） 

（伊東基本計画担当課長） 

それでは時間前ではございますが、全員お揃

いですので、ただいまより足立区基本計画審議

会 第４回ひと・行財政分科会を開催します。

本日はお忙しいところ、またこのような天候の

中ご出席を賜りまして誠にありがとうございま

す。最初の連絡です。本分科会は条例で公開を

原則としております。会議記録はホームページ

等でも公開し、会議録を正確に記録するために

録音をしています。また、ホームページに掲載

するため、写真撮影をさせていただくこともご

ざいますので、ご了承ください。 

次に、本日の配付資料の確認をします。資料

１から５までと、本日の席上配付資料として、

座席表と意見提出用紙がございます。資料１は

第３回分科会での主な意見一覧。資料２は意見

提出用紙による意見の一覧。山下委員と秋山委

員からご意見をいただいています。資料３は足

立区基本計画策定のための多様な意見聴取につ

いてというＡ３横書きのもの。資料４は足立区

基本計画施策に関する変更内容について。こち

らはホチキス留めで資料４－１から４－５まで

ございます。資料５は第３回全体会の開催通知

でございます。また、資料についてはタブレッ

トでご覧いただくこともできますので、ご希望

の方は事務局までお申し付けください。 

続いて、席上マイクの使い方でございます。

発言をいただく際はお手数ですが、お手元のマ

イクのボタンを押していただき、マイクのラン

プが点灯しましたら、最初に名前をおっしゃっ

ていただいてからご発言をお願いします。ご発

言が終わりましたら、再度マイクのボタンを押

していただきますようお願いいたします。 

それでは、ここからの進行は石阪会長にお願

いします。 

 

１ 第３回 分科会での意見について 

（石阪分科会長） 

皆さんおはようございます。石阪です。よろ

しくお願いいたします。年度の最後でございま

す。今まで４回分科会を開催してきました。全

体会と比べ、分科会はかなり突っ込んだ意見を

皆さんからいただきます。そういった意味で

は、本日おそらくですが、いろいろなご意見を

交わすのは最後だと思います。今回、事務局の

方でかなりきれいにまとめていただいていま

す。また、もし皆さんの方で修正であったり、

ご意見であったり、そういうものがいただける

ようでしたら、ぜひこの場でご発言をいただき

たいと思います。 

それでは早速ですが、次第に沿って進めさせ

ていただきます。それでは次第の１、第３回分

科会での意見について、事務局からお願いしま

す。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料１と２をご用意ください。こちらは２月

１３日、１４日に行われた第３回分科会の主な

意見の一覧です。くらし・まち分科会とひと・

行財政分科会、それぞれの主な意見をまとめさ

せていただきました。資料１－１が第３回ひ

と・行財政分科会でいただいた意見の一覧で

す。その際には５点のご意見をいただきまし

た。まず、子ども・若者の意見表明についての

ご意見。子どもたちが考えていることの行政運

営への反映ですとか、その意見を聞くというス

タンスではなくて、子どもたちがこうしたいと

いったことを行政が一緒に考えていくというよ

うな方向にシフトしていく必要があるのではな

いかというご意見。また、子どもに対して支援

をするとか支えてあげるという視点が強くなり

がちだが、子どもと大人が同じ目線に立って考

えていくという姿勢が重要なのではないかとい

うご意見をいただきました。 

また、その下の人権意識・配慮等に関するご

意見。ここではワークショップ型の講座によっ

て一人ひとりが人権を理解していくことが必要

なのではないかというご意見。人権教育は子ど

もに対して行うことが多いが、価値観を変えに

くい大人に対しても人権を考える機会をもっと

設けていくことが必要であるというご意見。ま

た、人権に関する取組みについては、現在、足

立区には人権に関する包括的な条例がないの

で、条例による裏付けが必要ではないかという

ご意見。また、どんな区民にも分かりやすい文

書を作っていくということで、易しい表現で作

様式第２号（第３条関係） 
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っていくということになるかもしれませんが、

そういったことを心掛けていくことも、人権意

識や人権配慮になるのではないかというご意

見。 

子ども・家庭への支援についてもご意見をい

ただきました。おむつの配布や見守り支援な

ど、今までと異なったアプローチによる支援も

必要ではないかというご意見。また、虐待や引

きこもりなどについては、相談しにくい・でき

ないというような状況がある中で、４月から福

祉まるごと相談課を設けますので、一括して相

談できる場所ができることは非常に良いという

ご意見。また、虐待は児童相談所に相談するこ

とになりますが、なかなか相談がしづらい・地

域に知られたくないという状況もあるので、虐

待に関することについては、アウトリーチによ

る気付きが必要ではないかというご意見。ま

た、ひとり親の支援については、父親と母親で

支援の状況が異なるので、そういった点も考慮

が必要ではないかというご意見。さらに中学校

を卒業して社会で就労する方への支援というの

が手薄なので、そういった支援も必要なのでは

ないかというご意見をいただきました。 

学校や教育に関する意見では、コミュニティ

スクールについてのご意見をいただきました。

地域で学校を支えていくということで、コミュ

ニティスクールが重要だというご意見がある一

方で、開かれた学校づくり協議会とコミュニテ

ィスクールというのは一定程度重複している部

分があるというご意見。また、学力を上げる、

個性を伸ばしていくというところを教育の２本

柱となっていることをアピールすることも、足

立区の立ち位置を明確にすることにつながるの

ではないかというご意見をいただきました。 

最後にその他の意見になりますが、まず公共

施設の利用率のところで、勘案して施設の統廃

合や民間との連携を考えていくべきではないか

というご意見。その一方で、区民の活動の場所

としては公共施設に頼らざるを得ない現実もあ

るため、利用率以外の視点で公共施設のあり方

を考える必要があるのではないかというご意

見。また、足立区では悪いイメージから脱却す

る施策は様々やってきているが、良いものを伸

ばしていくという施策がまだまだ足りないの

で、そういったものを両方同時に進めていくべ

きではないかというご意見。また、情報発信に

ついては、区は様々な情報を発信しているとこ

ろはありますが、区民の側が発信した情報につ

いてどう受け止めたのかというところが少し弱

いので、そういったものを把握し活かしていく

ことが必要だといったご意見。そのほか、若者

が創業できるベンチャー支援を行っていくこと

で、足立区はそういう支援がしてもらえる区で

あるというイメージを訴えていくことが必要な

のではないかとご意見をいただきました。 

資料１－２をご覧ください。こちらは、くら

し・まち分科会で出たご意見です。今回は四つ

のご意見をいただいています。まず、健康に関

しては、健康を伸ばしていく中ではスポーツに

よって健康の維持・増進を図っていくという視

点が不可欠なので、そのあたりを明確にしても

らいたいというご意見。さらに性感染症などに

対する健康教育ですとか、昨今問題になってい

るオーバードーズなどについても含めて、健康

教育をきちんと対策をしていくべきではないか

というご意見をいただきました。 

また、都市整備・公園に関しては、パブリッ

クスペースを設置していくことで、まちの魅力

が高まっていくのではないかというご意見。そ

れに関連して、水辺の空間に手つかずの部分が

様々まだあるので、そういったところの整備を

行っていくことが大事なのではないかというご

意見。また、公園にはとかく禁止事項が多く、

なかなか使いづらい面があるため、もう少し自

由に遊べる空間があると良いのではないかとい

うご意見。さらに公園をパブリックスペース化

するに当たっては、条例が足枷になってしまう

現実もあるので、その見直しも考えた方がいい

というご意見をいただきました。 

災害対策に関しては、家庭内の備蓄を今後さ

らに進めていくべきではないか。特に現役一人

暮らしの世帯で、備蓄の割合が低いと考えられ

るので、こうした世代へのアプローチが必要な

のではないかというご意見をいただきました。 

その他の意見では、外国人が今後増えていく

と見込まれる中では、外国籍の方への施策も意
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識して取り組んでいくべきではないかというご

意見。環境面については、ＣＯ２の削減に取り

組むべきであることは区民も分かっているが、

具体的に何をしていけば良いのかがまだ明確に

なっていない部分があるので、そのあたりが明

確になると良いのではないかというご意見。ま

た、デジタルに関しては、居住場所が問われな

いので、足立区にいながらデジタルを通じてビ

ジネスを作っていく方々が今後増えていくと思

うので、そういった支援をしていくべきである

というご意見。また高齢者でもインターネット

を使うのが当たり前の時代が到来するので、そ

れを見越したインターネットをベースにしたビ

ジョンも施策に入れることが必要ではないかと

いうご意見もいただいています。 

最後に、両分科会で共通した意見があった、

やりたいことで区民がつながっていくという意

見について、まとめさせていただきました。今

までできなかったことや気付かなかったことに

徐々に気付いていく中で、人々のつながりが強

くなっていくのではないかというご意見。やっ

てみたいことの見える化や、どんなやりたいこ

とが皆さんにあるのかを発信することで、多分

野の協働やつながりが生まれていくのではない

かということで、仕組みづくりが大事だという

ご意見。また、アナログだけではなくて、デジ

タルの世界でもつながっていくためのプラット

フォームが必要なのではないかというご意見。

さらに、人材バンクを用意した方がいいのでは

ないかというご意見。また、あやセンターぐる

ぐるのような区民がリアルなところで生きた交

流をしていくという場もとても良い取組みであ

り、こういったものが必要ではないかというご

意見をいただきました。 

（石阪分科会長） 

ありがとうございます。ひと・行財政分科会

とくらし・まち分科会、それぞれの意見をまと

めていただきました。皆さんそれぞれのお名前

が入っていますが、ご自身の意見や、あるいは

他の方の意見で何かご意見・ご質問はあります

か。今回、特徴的なのは、若者とか子どもの意

見を区政に反映させようという、そういう試み

がかなり強くあるといことですね。今まではど

うしても区政への反映と言うと、ご年配でそれ

なりの見識・経験をお持ちの方を中心にお話を

伺って、それを区政に反映させる。これで区と

してはきちんと反映させましたということだっ

たのですが、今回の基本計画の中にかなり子ど

もたち・若者たちが何を望んでいるのか、この

まちをどうしたいのか。これを強く区に対して

発言できるような、そういう場をやはり作って

ほしいという意見が多かったと感じます。この

点いかがでしょうか。 

（森元委員） 

すごくありがたいことに、盛り込んでいただ

いたなと感じています。その中でもやはり若者

の中でも声が大きい人の意見だけ吸い上げられ

る可能性がありますので、例えば、学校の普通

の授業の中で、道徳の時間で学級活動をするよ

うなところから意見を吸い上げるようなものと

か、特に自分が足立区にこうしてほしいという

思いを持っていない若者から、日常生活におい

てこういうところに想いがあるみたいなことが

少しでも吸い上げられるシステムがあるといい

のではないかと思います。 

（石阪分科会長） 

今の若者はどちらかというと直接声に出して

言うのは難しいので、例えば、タブレットとか

スマホとかで、自分の意見が言えるようなとこ

ろも大事ということでしょうか。あとは学校の

普通の授業の中とか。 

（森元委員） 

そうですね。若者、それこそデジタルネイテ

ィブと言われる世代において、ＳＮＳの匿名性

というのがある意味、上手く生きる部分でもあ

るのかなと思います。今回、自分の周りの身近

な人たちにＧｏｏｇｌｅフォームで足立区につ

いて思っていることを、匿名でいいので投げて

ほしいというのを撒いて、結構いい人数から意

見をいただけたので、後で発言させていただき

ます。そういった取組みが友人ベースでもでき

たらいいのかなと思います。 

（石阪分科会長） 

区としてはそういった動きはあるのです

か。 

（伊東基本計画担当課長） 
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資料３をご覧ください。この基本計画につい

てですが、多様な方々の意見をいただきたいと

思っていまして、右側の①②の取り組みを今後

したいと思っています。まず、ライブミーティ

ングということで、こちらは５月下旬に予定し

ています。会場である生涯学習センターにお越

しいただくのですが、その様子をインターネッ

トで生中継をして、インターネット上でどんな

区になってもらいたいかみたいなところのご意

見をいただいて、双方向でやり取りをするとい

うような取組みをさせていただきたいと思って

います。インターネット上で家からもご覧にな

れたり、意見を出せたりするので、比較的若い

方々に訴求ができればいいなということを考え

て企画をしたというのが１点。 

２点目が子どもへの意見聴取ということで、

区立小中学校の児童・生徒が１台ずつ持ってい

るタブレットに子どもが意見を出せる仕組みを

盛り込んでいきます。この仕組みを活用して、

「足立区の今後・将来はどんな区になってもら

いたいですか」というところとか、あとは「今

の足立区のどんなところが好きですか」という

ご意見をいただく取組みをさせていただきま

す。これは４月の中旬ぐらいから、学校でいう

と１学期にこのような取組みをさせていただ

き、いただいたご意見を基本計画の中にも反映

していきたいと考えています。 

（石阪分科会長） 

ということで、意見聴取の方法をかなりバリ

エーションを持ってということになります。①

がライブミーティングですが、これは今まで区

として実績はあるのですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

実は昨年１月に区制９０周年の記念事業とし

て、８０年から９０年を振り返ろうという企画

をやったことがあります。その時に同じような

形式でやらせていただきました。今後、区制１

００周年に向かって足立区にどんなふうになっ

てもらいたいのかというところで、ライブミー

ティングをさせていただいて、その時に最大６

００人ぐらいの方から意見をいただきました。 

（石阪分科会長） 

年齢層も幅広くなったということですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

そうですね。ネット上でご意見をいただく方

は、２０代、３０代、４０代が中心でした。 

（石阪分科会長） 

６００というのはかなり大きな数で、ハイブ

リッド方式でないとなかなか難しいと思いま

す。もう一つがタブレットですが、今、足立区

では小中学生が全員１人１台持っていますの

で、それを使ってこれはアンケートを採るので

しょうか。質問例がありますが、「将来どんな

足立区になってほしいか」とか「足立区でどん

な夢を叶えたいのか」とか、おそらくこれから

質問が決まってくると思います。こういったア

ンケートをまとめていただくことになります。

今までは、小中学生の意見を計画の中に反映さ

せることはなかなかなかったのですが、今回は

タブレットを全員持っていますので、小学校の

低学年は厳しいですが、３～４年生以上とか。 

（伊東基本計画担当課長） 

おっしゃる通り、小学校低学年から中学校３

年生を対象にしたいと思っています。ただ、小

学校低学年と中学生では差が確かにあります。

ですので、低学年の子には選択式で簡単なもの

にして、中学生には自由意見まで書いてもらう

というような作りにしたいと思っています。 

（石阪分科会長） 

また、両分科会に共通して出てきたことです

が、やりたいことができる、そういう足立区に

なるというのが大きな目標でもあるのですが、

例えば、くらし・まち分科会で出た意見です

が、今、地域の活動などを見ると、８～９割が

女性で、なかなか男性が入ってくる機会がない

というご意見。また、外国の方に対する施策で

すね。いろいろな方々が入れる仕組みを作らな

いと、地域の中ではなかなか難しいというご意

見。いろいろな多様な人たちが様々な活動に参

画ができる。しかも主体となっていろいろな人

とつながれるようなもの。ここで議論すべき協

創という考え方があると思いますが、それにつ

ながるような動きがこれまでなかなか足立区で

は上手く機能していなかった面もあったと。こ

れを何とか今回の計画をきっかけに、協創の仕

組みを実現したい、具体化していくというよう
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なご意見もかなり多かったのではないかと思い

ます。 

そのため、今まで行政の方ではかなりいろい

ろなサービスを提供してきましたが、区民が主

体的にご自身の活動や、可能性といったものを

実現していく。それがなかなか難しいという課

題に、今回かなりこの計画では踏み込んでいる

気がしました。皆さんいかがでしょうか。 

（野沢委員） 

くらし・まち分科会、ひと・行財政分科会と

もに様々な意見が出ていて、本当に良い意見が

多いなと思います。ただ、一方で良い意見を取

り入れて、次の足立区基本計画に上げていく上

で考えると、事務事業が増えざるを得ないと思

います。現在ある事務事業数の推移ですね。こ

の３年、５年の推移のデータがあれば伺いたい

です。 

（伊東基本計画担当課長） 

正確な数字ではないのですが、およそ事務事

業としては６００強あります。近年では業務が

増えているので、事務事業は逓増傾向にありま

す。 

（石阪分科会長） 

野沢委員の意見としては、事務事業を減らす

ことが必要だということなのでしょうか。 

（野沢委員） 

私としては、誰一人取り残さない足立という

姿勢があるので、一定的に増えるのは仕方ない

とは思っています。ただ、一方で無尽蔵に増や

していくと、やはり原資は税金ですので、納税

者の気持ちを考えると、無尽蔵に増やすべきで

はない。したがって、事務事業に関しては、本

当に徹底的に見直して、優先順位を付けて、本

当に必要性の低いものに関しては打ち切るなど

して、できる限り増加を抑制する。そういった

方向が必要だと思います。 

（石阪分科会長） 

確かに優先順位ですね。今回の計画もこれは

どちらかというと総合的なものですが、おそら

くアクションプランを作成していく過程で、ど

こに力を入れているのかと。全てを同じような

形でやるのは難しいと思いますから、これはこ

れからのプロセスになると思うのですが、おっ

しゃる通りだと思います。 

（野沢委員） 

さらにもう一つ気付いたのですが、今回シー

トを見るだけでも分かるのですが、高齢者の

方々に対する施策がちょっと少なめだと思いま

す。私が所属している党でも、子どもに対する

次世代への投資ということで、子どもに関する

支出はできる限り無償ということで考えていま

すし、社会全体が子育てとか子どもに対する意

見を尊重したり、それ自体はすごく良いことだ

とは思います。ただ一方で、やはり高齢者の

方々に関して、先日、区民委員会の資料で、ま

た国民健康保険料が上がるというお話もありま

したし、本当に高齢者に対するケア。そして先

の展望。高齢者の方は低所得の方が多いので、

そういったものに対する施策が、もう少し細か

い施策が必要ではないかと思います。 

（石阪分科会長） 

直接的にこちらの分科会では、高齢者・障が

い者について、あまり議論をする機会がありま

せんでしたが、もう一つのくらし・まち分科会

ではそういった項目があったと思います。そち

らの方を確認しながら、不足があれば補足した

いと思いますが、いかがですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

もちろん分科会でもそういったお話は出てい

ますし、あとは今回のシートに関しては、今の

施策に足りない部分を補うような形で出ていま

す。今回、高齢者の施策に関しても、区の全体

の予算の２割弱を占めていますので、もちろん

新しい視点として取り入れるということで、高

齢者施策をないがしろにすることは考えていま

せん。足りないという指摘がありましたら取り

入れていこうと思います。 

（野沢委員） 

確かにそういった面はあると思います。一方

で、引きこもりに関して、子どもに対しては不

登校特例法ができたり、引きこもりの子どもに

対するいろいろな施策が次から次へと打たれま

すが、高齢者の引きこもりに関してはケアが薄

いと感じています。 

（石阪分科会長） 

整理しますと、今回の会議ですが、区として
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今までやってきたことはあるのですが、どちら

かというと新しい視点を加えるということです

ね。こういう考えを盛り込みたいということを

中心にいただきたいということですので、この

中で何ができるのか。こういうことをやってほ

しいというものがありましたら、この後お話を

いただければと思います。 

では、前回までのご意見についてのご質問等

についてはよろしいでしょうか。次にまいりま

す。 

 

２ 足立区基本計画策定のための多様な意見聴

取について 

（ぬかが委員） 

次で言おうか迷っていたのですが、資料１と

２のご意見を読んできた中で、どれも大事だと

思っていて。秋山さんの最後の色とりどりのサ

ードプレイスの問題とか。それから、片野委員

のいわゆる公共施設もそうですが、いろいろな

協働・協創でやる場の問題。ここは共通してい

るなと思っています。先ほど、いろいろご意見

がありましたが、確かに区の職員について足立

区は少なくて、２３区で見ても一番少ないで

す。だから業務も過大となっていて。それその

ものも改善すべきなのですが、それとともにま

さに協働・協創とか、自分たちがやりたいこと

はみんなにもプラスになるというような、あや

センターぐるぐるのようなものを、同じ形では

できなくても、各地域で作っていく必要がある

のではないかということで、ずっとこの間勉強

してきたのですが。東京都の方がそういう居場

所というのが非常に重要だということで、未来

の東京戦略ビジョンの中で、１，０００か所の

居場所を作ろうという提起をしていて。その居

場所のイメージは、例えば、外国にルーツを持

つ子どもとの間で、言葉や文化を教え合うと

か。それから、高齢者が自らの経験を元に、子

ども・若者と交流するとか、多文化・多世代の

人のつながりが生まれるとともに、孤立が解消

できる。そういう居場所を地域隅々に作って、

それが地域のコミュニティを支える担い手もつ

ながっていって、それが好循環になるというこ

とで東京都は打ち出していて。 

どこに考えているかというのが大事なキー

で、都営住宅の集会所です。これは資源として

足立区は都営住宅が一番多い。みんなどこも立

派な集会所がある。ところが、今まではそれが

その団地の自治会のものという印象でした。今

回、この集会所を活用した居場所づくりの中

で、東京都はここを居場所に、みんなでサロ

ン、または地域交流居場所づくりというのです

が、東京都が責任を持ってそこの自治会長にも

お話をして、そこは居場所のサロンにできるよ

うにしましょうということを言ってくれている

のだそうです。いくつか共通しているものとし

ての場づくりというのも、統廃合は簡単にすべ

きではないと思っていますが、民間や既存のい

ろいろな場所を活用していくという点では、と

てもいいのではないかと思いました。 

（石阪分科会長） 

これは区と都は連携できているのですか。都

営住宅は都の施設ですが、活動は区民がするこ

とになりますが。 

（ぬかが委員） 

現状は東京都が区を経由しないで公募をかけ

ています。しかし、足立区は都営住宅がたくさ

んあるのに、この制度が知られていないため、

足立区には居場所が足りないと言われていま

す。 

（石阪分科会長） 

場合によっては、区の施設と都の施設が近接

していて、同じような活動をそれぞれでやって

いることもあり得るのですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

東京都の都住を使った居場所の形について、

先日、東京都から区としての窓口はどこになる

のかということで問い合わせが来て、こちらも

住宅課の方で居住の斡旋をやっているので、そ

ういうところで始まったところになります。 

（石阪分科会長） 

民間の空きスペースが今後は出てくるかもし

れない。そうなった時に、区があって民間があ

って都があって、それぞれどんなことをしてい

るのか、ある程度情報を共有できたりするよう

な仕組みが必要になりますが、都の方はそうい

う形で動き始めてきたということですね。 
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（伊東基本計画担当課長） 

東京都の方もこれから事業構築をする中で、

区とどういう連携ができるのかというところ

で、まずは区の窓口を教えてくださいという話

が来ています。区としても居場所というのは必

要だと思っていますし。いろいろな年齢層の居

場所が必要だと思っているので、そのために選

択肢は多い方がいい。単身の高齢者の居場所は

作っていかないといけないし、あらゆる居場所

を作るべきだという考えはあります。 

（市村副分科会長） 

今、居場所づくりの話がありましたが、民

生・児童委員の活動の一つとして、メインの活

動ではないのですが、居場所づくり、サロン活

動に力を入れています。特に社協と協力をして

居場所づくりに力を入れていて、ぬかが委員が

言われたようにいろいろなサロンを数多く作っ

て活動をしています。高齢者を対象にしている

ものもありますし、できれば引きこもりの人に

出てきてもらいたいというような活動もありま

すし。今、都住の集会所を貸してくれないかと

いうことですが、一つは区営住宅の集会所を借

りてやっているところがあります。いずれにし

てもなかなかサロンをやりたくても場所がない

というのは言われた通りで、都の集会所を貸し

てもらえるともっとやりやすくなると思ってい

ます。 

（石阪分科会長） 

今はどちらかというと、場所がないというイ

ンフラとかハードの問題ですね。今後は若い人

だと、ネット上とか、仮想空間みたいなところ

でということはあり得るし。いわゆるハードは

いいのですが、それを担う側ですね。ソフトの

面が足立区はどうなのか。例えば、それを担う

ＮＰＯだったり、行政が直営でやっていると

か、そういった居場所づくりには当然お金も人

も必要ですが。この辺はどうなのでしょうか。 

（秋山委員） 

私の知っている範囲で、民間の居場所づくり

の例を申し上げると、千住でシェアハウスとカ

フェを一緒に経営している団体がいくつかあり

ます。いろいろな人同士で暮らして、シェアハ

ウス自体がコミュニティになって、カフェで夕

食会を開いて、いろいろな方に自由に来ていた

だいて、そこでつながりが生まれるということ

があるのですが。ただ、やはりそれは民間の事

業なので、どうしてもお金がなくて、クラウド

ファンディングでお金を集めてやったりしてい

るんですね。そういうところをしっかりと区が

拾い上げて、何か助成するなりサポートをして

いくことで、今、３０代前後の若い世代がつな

がりを求めて自分たちで作ろうという機運も非

常にありますので、下支えをしていけるのでは

ないかと感じています。山下委員がなさってい

る活動も、基本的にはそういうことだと思うの

で、お話を聞けるといいと思います。 

（山下友美委員） 

まさに今、ぬかが委員が話したことに対して

の対策でもないですが、私たち団体でやってい

る利用者は、団地住まいの方や、低所得の方が

多いので、集会所や町会の会館を使わせていた

だけると、そこで子ども食堂などやったら、高

齢者と子どもとみんなで多文化でもないです

が。やはり外国籍の方もいらっしゃるので、差

別なくできるのではないかと思っていたりしま

す。あとは住区センターなども気軽に借りられ

てということとか、場所が本当にないので、こ

ちらも居場所の拠点が三つあるのですが、そこ

に行かなければ駄目な状態です。そうすると、

今、花畑地区はフードパントリーや子ども食堂

が少ない地域なので、わざわざうちの方に来て

いただいたりということになるので。そちらの

方でフードパントリーとかができたらいいなと

いうのは思っていたので。助成金の話もそうで

すが、助成金ありきじゃないと人件費や食材が

賄えないというのがあって。人も足りないで

す。人の協力も促してはいますが、そういった

ところの協力がないとできないというのが課題

です。 

（石阪分科会長） 

おそらくですが、計画の中にやりたいことが

実現できるということが盛り込まれれば、おそ

らく区の方も財政的・人的な支援をせざるを得

なくなって、やりたいという人に対してどんど

ん支援する仕組みが出てくると思います。 

（片野委員） 
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私自身もＮＰＯに参加していますが、本当に

厳しいです。場所があっても、例えば、財政的

なことというのは助成金のことを指すと思いま

すが、これは自団体の経費。例えば、人件費と

かは一切認められていませんので、私たちが全

て無償でやらなければいけなくなっています。

そういう状況で若い人がやるのかなと私はすご

く疑問視しています。基本的に同一事業が３年

しかできないです。だんだん助成率も下がって

いくという状況なのです。ですので、そういう

事業の内容を認めていただいて、助成と委託は

どう違うのかが問題になるので、区は減らして

いくという意見を以前お聞きしたのですが、そ

こは再検討をしていただきたいです。事業によ

っては利用者からお金が取れないものがありま

す。それに対して３年間で終わるというと、な

かなか難しいです。 

実は昨日、社協の旗振りで、障がい者と話す

機会があったのですが、町会ですらやはり場所

がなくて困っている状況が出てきています。例

えば、お祭りをやろうと思っても、私、初めて

知ったのですが、公園がない町会があります。

そのため、今まで町会会館の裏の駐車場をお借

りしてバーベキューとかお餅つきなどのイベン

トをやっていたそうです。ところが、地主さん

がマンションを建てることになってしまったの

で、気軽に使える場所がなくなった。「では、

学校を借りてはいかがですか」と言ったら、町

会の場所から外れているらしいです。なので、

そういう町会自体もそういう場所が今なくなっ

てきているという問題に直面しているのだなと

思いました。 

（石阪分科会長） 

そういう意味では、場所のレンタルシェアみ

たいなことができればいいですね。 

（片野委員） 

それはそう思いました。先ほどの団地の集会

所の話ですが、私もかなり昔に使わせていただ

いたことがあります。でも、お葬式とか入ると

駄目になったりするので。そういう時はいくつ

か団地の中に集会所を持っているところがあり

ますよね。そういったところも自由に対応をし

て、事業が継続できるようにしていただけると

いいのではないかなと思います。 

（石阪分科会長） 

若い方がなかなかボランティアとかＮＰＯに

参画できない理由は、やはり対価がないから

で、やっても全然お金が出ないという中では難

しいと。宮本会長の会議で８～９割が女性だ

と。これは対価がないことを前提にひょっとし

たら８～９割の女性が活動されているのではな

いか。そうなると、実は男女共同参画の問題に

もなってくる。つまり、男性は給料をもらって

いて忙しいので、地域活動に参加ができない。

パートや専業主婦が多い女性の方が地域活動を

担うというところが、一つ大きな課題かもしれ

ないようにも見えるわけですね。森元委員に伺

いたいのは、若い人って地域活動に対して、や

りたいと思っているけれども、自分の仕事や学

業があるから難しいという声を聞きますか。 

（森元委員） 

地域活動の目的というところが、コミュニテ

ィとか人とのつながりというところに求める場

合に、若者もある程度自分の地域じゃないとこ

ろに活動するコミュニティを持っている場合が

多いと思います。そのためにわざわざ地域活動

に出ていかなくても、自分の居場所を持ってい

る人が多いというところが、なかなか地域に自

分のリソースを還元しようという思考にならな

いのではないかと思います。ある意味給料があ

ったとしても、なかなか参画しないのではない

かというのは、思ってしまう部分です。 

（石阪分科会長） 

例えば、今の団体はどちらかというと地域密

着で、比較的狭いエリアの中で活動をしてい

る。若い人たちはそうではなくて、問題とか関

心によって地域やエリアを越えていろいろな人

とつながっていることも背景にあるのですか。 

（森元委員） 

そうですね。それもまたデジタルの時代のも

のかなとも思うのですが。例えば、僕の大学は

渋谷ですが、渋谷の大学ですと足立区から通っ

ている人がいれば、神奈川県から通っている人

もいます。神奈川県の方から通っている人も、

電話やＳＮＳですぐにつながるので、なかなか

自分の地域に友達がいないと、ひとりぼっちみ
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たいなことで。これは僕の視点になりますが、

自分の地域だけじゃなくて、地域同士のつなが

りという意味で、地域だけの独立した機関では

なく、また別の地域とつながりながら運営され

る機関とかであれば、ある意味コミュニティと

して若者も必要かなと思う点が見えるのだと思

います。その点難しいところかなと思います。 

（片野委員） 

私も実は３０代は海外でボランティアをして

いましたので、足立区に関心を持ったのは１５

年前からですから、よく分かります。そういう

きっかけをどこかで作ってあげないと、やはり

もたない、足元が向けないですね。なので、そ

ういう取組みというのは、私は子どもの貧困の

話を聞いて、これは足立区もそうなのだと初め

て知ったので、そういうところを訴えていく。

若者の頃に訴えていくことと、あとは今、私が

やっているのは、私の生徒もそうですが、必ず

地域活動に参加させます。桜祭りのイベントと

かも出ていますが。そうすると、いろいろな方

たちがいることが分かって。自分のまちのドブ

掃除はしないけど、他のところをきれいにして

いるみたいなことをよく言われるのですが、そ

れは目的型のコミュニティができてきているの

で、場所は問わないです。その自分のミッショ

ンがそこにあると思えば、遠くに行ってしまう

ということだと思います。ですので、若者を地

域にやるには、やはりそういう教育的な取組み

をやっていく必要があるのではないかと思いま

す。 

（石阪分科会長） 

逆に言えば、足立区外の人が足立区に来るチ

ャンスだと言えるわけですね。足立区が魅力的

な区で、そういった若者たちの活動を応援する

というメッセージを出せば、例えば、渋谷に住

んでいる人が、足立区で活動をしようと。これ

も今回の計画の中ではあり得るのかなと思いま

す。いわゆる住民だけではなくて、足立区で何

かをやりたい人が他から集まってくるとかです

ね。 

（森元委員） 

地元に帰るきっかけにはお祭りという要素が

あって。自分の友人にアンケートをした中で、

区民祭りを開催してくれるところが足立の魅力

だと大いに感じるという意見がありまして、地

元に帰ってくる理由付けという意味では、地域

の町会の祭りというのは、若者が一つ帰ってく

る理由になるのではないかと感じました。 

（石阪分科会長） 

外に出ていった方々が、もう一度注目してふ

るさとに戻ってくる。そんなきっかけになるも

のがお祭り・イベントですね。 

（野沢委員） 

森元委員にお伺いしたいのですが。私は西新

井に住んでいまして、関原商店街というところ

があって、そこに駄菓子屋さんがあるんです

ね。駄菓子屋さんを運営しているのが大学生

で。子どもの放課後の居場所づくりのためにそ

ういった活動をしてくれているのですね。運営

資金に関しては寄付とかクラウドファンディン

グとかそういったものでまかなわれているとい

うことですね。今回いろいろな議論があるので

すが、一つ伺いたいのは、こういった活動に対

して行政がお金を出したり、積極的に関与する

ことを求めているのかということです。もしか

するとこのような活動に対して、外から見守

る、また自由に活動していただく方がいいのか

もしれないとも思っています。その点いかがで

すか。 

（森元委員） 

ある意味、学生の活動も一応民間の活動とし

て考える中で、行政の補助金が入ると、民間単

体での持続可能性がなくなるというのはすごく

感じるところで。しかし、なかなかそれだけで

は運営ができない。儲けることができないが、

必要な活動というのを大学生が提供しようと、

時間を持て余しているような大学生だからこそ

できる活動もあると思っています。その点にお

いて、大学生には学生の生活があったりするの

で、その活動に自分の資源を割くことができな

い場合に、活動のお金が欲しい場合もあると思

うので、その活動によりけりだとは思うのです

が。補助金ありきとなってしまうと、なかなか

その後が続かないというのがあると思うので。

一過性のものになるなというのは、周りの活動

を見ていても感じるところだと思います。 
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（石阪分科会長） 

ありきでない団体であれば、サポートは欲し

いということですね。つまりお金でやってくだ

さいではなくて、自分たちがやりたいことがで

きるための支援であれば、行政の支援は別に迷

惑ではないと。 

（森元委員） 

そうですね。基盤づくりという点で、例え

ば、そこだけに補助金をするというよりは、商

店街活性化の中で、一つの施策として単体の補

助金ではなく、もっと大きな枠組で、基盤だっ

たり場所の整備ということで、行政の手助けが

あったりすると、運営してはいいのかなと思い

ました。 

（石阪分科会長） 

あとよくあるのは、スタートアップだけある

程度提供して、その後自走する仕組みにした

り、スタートアップ・ステップアップとかいく

つか段階を作って、その段階で様々なサポート

をしていくという形であったら、おそらく続く

のかなと。 

（ぬかが委員） 

私の知り合いで若者でね、お裾分け市と言っ

て、困った人への物品配布を足立区内でずっと

継続的にやっている人たちがいて。そういう話

を聞いていると、確かに森元委員が言われてい

るのも一理あるというか。もっといろいろ登録

をして、支援をもらったらどうかと言ったら、

自由にやらせてという人もいます。学生・若者

の場合は入れ替わりがあるので、継続性があま

りないと言えばないですよね。でもすごく評判

が良くて、何がいいかって若い人がどんどんや

りたいと言ってくれます。だから、地域の活動

であってもやりようによって、本当にまさにさ

っきのやりたいことを応援する。そのやりたい

というところに触れれば、琴線に触れれば、地

域にも関わってくれるというのが、その取組み

を見て思いました。 

それから財政的な問題として、さっきの都営

住宅の集会所の話ってすごいなと思ったのです

が。実はコロナ前に子ども食堂をやっている方

に集まっていただいて意見交換をやったことが

あるのですが、一番の悩みが会場で、特に住区

センターは借りやすいのだけど、１時間５００

円とか７００円とか掛かるので、それがどこか

らも出ないのが負担になると。どうやって続け

ていこうかという悩みがあります。今回、都営

住宅でびっくりしたのは、使用料はただで、光

熱水費だけは実費なのでいただきますよという

仕組みなっているので、そういう場が増えると

いうことが、財政的な支援の一助になるのでは

ないかと思いました。 

（秋山委員） 

今、若い方の参画ということで、中心になっ

ているのが、足立区出身の若者が多かったと思

うのですが、私はやはり区内に頑張って誘致し

てきた大学の方たちに、地区内で活動をしてい

ただく。コロナで一旦途切れてしまったので。

実際に私、銭湯関係で、東京未来大学の２年生

に協力をいただいてお話を聞いたのですが、そ

の方はコロナを長い期間経験しているので、全

然区との交流を学生はほとんど持っていないと

いうことでした。なので、コロナ前にはあった

であろう大学と区との連携というのを復活させ

るとか。その方々は住所も足立区になかった

り、卒業は足立区に住まない方も多いと思いま

すが、関係人口としてはすごく大切ですから、

このいてくださる４年間に足立区にしっかり関

わっていただくというのも、やらなければいけ

ないと思います。 

（石阪分科会長） 

そうですね。官学の連携ですね。必要だと思

います。 

 

３ 基本計画における施策に関する変更内容に

ついて 

（石阪分科会長） 

では先に進ませていただきます。施策に関す

る変更について、事務局から説明をお願いしま

す。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料４－１から４－５をご覧ください。今

後、審議会の皆様から区に対して次期基本計画

についての答申をいただくことになります。こ

の間、現行の基本計画に足りない視点ですと

か、さらに磨き上げていく視点がどういうもの
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かというところをご議論いただきました。ご議

論をいただいた内容を抜粋したのが資料のオレ

ンジ色のラインになります。その右側の赤いラ

インに、出た意見を網羅的に表現したものがあ

ります。もちろん、この内容以外でも取り組む

べきことはいろいろありますが、この内容で今

後、区がさらに上積みをしていく部分ですと

か、足りない部分について補強をしていくとい

うところのご意見をいただければと思います。

この内容をご確認いただきまして、よろしけれ

ばこれが答申の骨子となるということでご覧い

ただきたいと思います。様々なご議論をいただ

いた内容について記載されているものもありま

すし、言葉として足りないものがあればご指摘

ください。 

ひと・行財政分科会については、４－１と４

－４になります。４－５が両分科会にまたがる

こと、やりたいこと、つながり、子ども・若者

の意見表明といったものになっています。こち

らの内容・文言で過不足があればご議論をいた

だければと思います。 

（石阪分科会長） 

それでは、まず４－１について。皆さんから

ご意見をいただいていますが、特に子育て支

援、学校に関わるところ。こちらについて次期

計画で新たに追加する目指していく姿というこ

とで、新たに加える視点をまとめていただきま

した。まずこのページをご覧になって、こうい

った視点をもうちょっと加えた方がいいとか、

ここはどういったことなのかという質問でもか

まいません。 

（秋山委員） 

４－５の「その他」のところなのですが、こ

この③で、「一人ひとりが足立区の価値を認識

し」というところが書いてあるので、区に誇り

を持つといか、そういうカテゴリーが入ってく

ると思うのですが。分かりやすい言葉として、

シビックプライドという言葉が行政系で使われ

ていくので、その言葉を盛り込んだら分かりや

すいのではないかと思いました。 

（石阪分科会長） 

シビックプライドには解説が必要かもしれま

せんね。好んで使う自治体もありますが、分か

りにくいという指摘もありますね。足立区の場

合、区民としての満足度や誇りみたいなものを

もう少し高めていく必要があるということです

ね。 

（秋山委員） 

そうですね。区民一人ひとりが自分のまちに

誇りを持つということです。もはやマスコミは

コントロールできませんので、外から判断され

る場合、足立区はどうしても評価が低く思われ

がちですから、ここを変えて行くには、一人ひ

とりが「私は足立区が好きだ」「誇りに思う」

という。 

（石阪分科会長） 

それはすごく分かりやすい表現ですね。これ

はですから、４－４の「魅力の発掘・創出とプ

ラスイメージへの転換」というところがありま

す。ここへの記述でもいいかもしれませんね。

足立区と言うとネガティブなイメージを持つ方

もいるということで、まずは区としてのイメー

ジや、住んでいる方が自分のまちに誇りを持て

るというのが、まず大事であるという視点です

ね。 

（秋山委員） 

すごく分かりやすいのが、熊本県だとくまモ

ンは、申し込みがあれば誰でも自由に使えて、

みんながくまモンを中心に熊本県民であること

を誇りに思えたりすると思います。中野区もナ

カノさんという人形を区民に貸し出して、イン

スタとかに載せてもらったらタグ付けしてとい

う取組みを行っていたり、結構、シビックプラ

イドを高めるための簡単な仕組みはたくさんあ

ると思います。 

（石阪分科会長） 

足立区はゆるキャラが多いですが、貸し出し

はしていないですよね。 

（勝田政策経営部長） 

一般の方に貸し出しはしていないです。 

（石阪分科会長） 

あくまで行政がやるイベントに出てくる。 

（勝田政策経営部長） 

事業ごとに実はあるのですが。 

（秋山委員） 

子どものレベルの話ですが、ビュー坊という
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キャラクターはことあるごとにもらえます。子

どもは集めて喜んでいたりするので、結構、子

どもには良い教育だなと思っています。 

（勝田政策経営部長） 

啓発物品として配っていますし、いろいろな

イベントにビュー坊のぬいぐるみが登場しま

す。子どもには結構大人気で、なかなか動きが

取れないので、子どもたちが寄ってきてくれる

ところがあります。 

（石阪分科会長） 

ゆるキャラが並ぶと、子どもが抱きついてく

るのは人気があるもので、無視されるのもいっ

ぱいありますので。ビュー坊は比較的かわいい

方ですかね。足立区にはいろいろありますよ

ね。２０以上あるのではないですか。 

（勝田政策経営部長） 

ホームページにもいろいろと載っていて、統

一した方がいいのではないかという指摘もよく

受けるのですが。 

（山下友美委員） 

何でそんなにたくさんあるのですか。 

（石阪分科会長） 

それぞれの部局が作っているのではないです

か。 

（山下友美委員） 

足立区はこれという、くまモンみたいに１個

ではないのですか。 

（勝田政策経営部長） 

現在は、絞れていないです。ビュー坊はビュ

ーティフル・ウィンドウズのところから出てい

きています。キャラクターを一本化することは

できていないです。 

（山下友美委員） 

それは欲しいですよね。ＰＲの一環として啓

発していくのに、足立区と言えばこれというの

があれば。 

（石阪分科会長） 

他の自治体は結構一本化しているところは多

いですね。 

（ぬかが委員） 

ビュー坊はアクセスフリーじゃないのです

ね。くまモンとそこが違います。 

（勝田政策経営部長） 

デザイン権とか販権がありまして。 

（ぬかが委員） 

それを区として持っていないです。 

（野沢委員） 

足立区は２０代の転入が多く、一方で３０

代・４０代の転出が多いという話が、先日、都

のデータで発表されました。結論から言うと、

都も同じで、都全体で見ても２０代の転入が多

くて、転出は３０代、４０代が超過。転出先の

１位は埼玉県、２位が千葉県、３位が神奈川県

ということです。今回、いろいろな意見が出て

いて、区のイメージアップを図ろうとか、いろ

いろな事業をやろうとか、そういった議論はす

ごく大切ですし、必要だと思います。ただ、そ

れだけではなくて、もっとマクロな視点で、税

制面の優遇とか、財政支出を伴う施策も必要だ

と思います。 

（石阪分科会長） 

そうですね。今のお話は例えばですが、２０

代というのはおそらく学生や社会人。そこで結

婚・出産をすると埼玉や千葉に流れていく。こ

れは東京都の傾向として強いと。むしろファミ

リー層をここに留めておくための何らかの財政

的な支援が必要ではないかというご意見かと思

います。ファミリー層にとってはあまり住みや

すくないと捉えられているのかもしれません

ね。住宅が高いとか、子育て環境としてどうな

のかとか、そういうのがひょっとしてあるのか

もしれませんね。 

（野沢委員） 

緑が多いとか土地の価格が安いとか、そうい

った面で埼玉・千葉・神奈川に３０代、４０代

は転出超過になってしまう。これは足立区だけ

の問題ではないので、そういった面で財政支出

が必要だと思います。 

（ぬかが委員） 

まさに、やりたいことをするつながりという

ことで、４－５について。自ら主役になってい

くためのプラットフォーム。いわゆるソフト面

での見える化の整備は大事だと思っています。

先ほど議論をした、秋山さんの表現がすごくい

いなと思っていて。色とりどりのサードプレイ

ス、居場所づくり。そういった表現もどこかに
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入れていって、要はやりたいことがやれる場

が、あやセンターぐるぐるだけでは駄目なわけ

ですよ。だから、いろいろなところでいろいろ

なやりたい人がいて、つながれるような場を目

指すような、場の方のハード面というか、作る

という意味ではなくて、活用するという意味で

挙げた方がいいのではないかと思いました。 

（石阪分科会長） 

インフラだったり、場所というものをきちん

とイメージした方がいいのではないかというこ

とですね。 

（ぬかが委員） 

４－１と４－５の方向性の中で、目指してい

く姿、目標のところで。４－１の「妊娠から出

産・子育てまで切れ目なく支える」というとこ

ろの④ですが。支援が必要な人に適した支援が

確実に届くため、仕組づくりやアプローチっ

て、その通りなのですが。この間の議論をどう

反映するのかということで懸念しているのが、

こちらが支援の必要な人に届ける絞った施策に

すると、結局、行政に接点がある人ばかりが利

用することになるので。そこはこう書いたらと

いうのは上手く言えないのですが、注意が必要

なのではないかと。つまり、ポピュレーション

アプローチ。こちらから幅広くいろいろなとこ

ろに行政から届くようにしていくということ

が、真に必要とか、確実に届くとか、いろいろ

な条件を付けると狭くなるような気がしまし

た。そうでなければいいのですがというのが一

点。 

それから、他の分科会で、公共施設の再配置

の関係で、施設の複合化とか、時代に合った再

配置というのは大いに積極的にやっていくべき

だとは思っていますが、目標の中で統廃合とは

言っていないけれども、適正化という表現を使

っていて。私などもすぐに誤解しがちなのです

が、適正化というのが、大体統廃合で廃止なの

だと。そこはここでは一致点ではないと思うの

で、そういう表現ではなくしていただきたいと

思います。つまり、施設の複合化や再配置まで

は誰でも一致できるとは思うのですが。 

（石阪分科会長） 

適正化という表現が削減・縮小だと見られが

ちだと。 

（ぬかが委員） 

はい。そうすると一致点として賛成はできな

くなります。 

（伊東基本計画担当課長） 

適正という部分で、適正の判断基準が違うと

いうことだと思うので、そこまで踏み込んでと

いう議論ではありませんでしたので、表現は検

討します。 

（石阪分科会長） 

我々の中では統合・再編の話は出ていなかっ

たので。そこは協議をお願いします。 

（山下友美委員） 

地域保健福祉計画の策定で、今、パブリック

コメントを募集しているではないですか。それ

で組織図というのを見たのですが。本当に届け

たいところに届いていないというのは、行政側

から見ているから届かないのであって、我々民

間団体がアウトリーチを掛けて、本当に届くと

ころに届けたいというところを行政側が分かっ

てくれないというのがすごくあって。福祉まる

ごと相談課の組織図を見ると、民間団体が一つ

も入っていないです。なので、開かれた学校づ

くり協議会もあるのですが、そういうものにも

地域の人たち、町会とかしか入っていなくて。

民間団体が入って情報共有をしていくことで、

町会会館だったりセンターだったりという場所

の話も、こういうところが空いているという話

も共有できていいのではないかというのを思っ

ていて。民間団体を省くというか、そういう感

じなのですか。 

（石阪分科会長） 

そもそも福祉まるごと相談課とは何をするの

ですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

４月から福祉まるごと相談課という部署が福

祉部にできます。この部署は一つの部署だけで

は解決ができないような問題が様々あります

が、例えば、８０５０問題のような複合的な課

題があるものがあります。そういったものにつ

いては、対応はそれぞれの部署になりますが、

それを統合する場所がないと。まず、ご相談が

ワンストップで行けるようにするというのが役
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目の一つです。 

もう一つは、そういった問題を抱えている

方々というのが地域にいるわけですが、どこに

どういう問題があるのかという気付きの視点

を、区だけではなくて、それこそ民間とか民生

委員とか、様々な目を通して問題を見つけてい

こうと。なので、重層的支援態勢整備と言って

いるのですが。そういったまちの中に気付きの

目を増やしていく旗振り役の役目もあります。 

（石阪分科会長） 

区民もその中に入っているということです

ね。委員として入っているイメージですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

もちろん、既存で町会とか民生・児童委員が

プレイヤーとして想定できるのですが、それだ

けではなくて、様々な方の目がこの事業を成り

立たせるキーになると思っています。 

（石阪分科会長） 

先ほどの山下委員の発言は、民間やＮＰＯが

そこに入っていないのではないかということで

すか。 

（山下友美委員） 

組織図が出ていますよね。どんな枠組で集合

しているのか。 

（勝田政策経営部長） 

福祉まるごと相談課というのは、あくまでも

行政組織になりますので、行政組織の窓口の中

で、そこから状況を把握して、この方にはこう

いう支援が必要だよねというのは、重層的な支

援会議があるので、それに関しては案件によっ

て地域包括支援センターや民生・児童委員、介

護サービス事業者、障がい者の支援事業とか、

対象者によってキーパーソンとなるような事業

者に入っていただきます。 

（野沢委員） 

福祉まるごと相談課というのは、非常に期待

が大きいと思います。これは高松市が先行して

モデル事業でやっているものをベースに作って

いると思います。高松市の場合、社会福祉協議

会の職員がアウトリーチをされているのです

が、足立区の場合、当初は区の職員がアウトリ

ーチを担うのですが、先ほど山下委員がおっし

ゃった通り、最初は区の職員がアウトリーチを

進めて、その次のステップ。さらに次として

は、社会福祉協議会とかＮＰＯ団体とか、そう

いった方々にもアウトリーチを進めていただき

たいという要望があります。 

（石阪分科会長） 

来年度から始まるのですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

４月からです。 

（石阪分科会長） 

これから進めていく上での一つの課題で、相

談員が行政が中心になっていると。 

（山下友美委員） 

要は、開かれた学校づくり協議会と似たよう

なメンバーというか。そこで考えられると、民

間でやっていることが届かなくなるんですね。

我々もワンストップでやっていて、そこで行政

とつなげてというような団体をやっているの

で、そこでまた括られると、名前が変わっただ

けで何も変わっていないかなと。正直、こちら

からの意見としてパブリックコメントにも記入

をしたのですが。そこは民間との温度差という

か、それをすごく感じました。 

（野沢委員） 

福祉まるごと相談員、当初は区の職員が行う

と伺っていますが間違いないですか。 

（勝田政策経営部長） 

高松市は社協がやっていると思いますが、足

立区は区の職員がやることになっています。 

（野沢委員） 

ですので、当初は区の職員が行うということ

ですね。今後の展開については、社協とか民間

ＮＰＯとか、そういったものに拡大していく予

定はありますか。福祉まるごと相談員について

ですね。 

（勝田政策経営部長） 

基本的には区の職員がやると。福祉部の中に

担当者がいて、その方の相談を受ける時に、個

人だけではなく家庭にも課題を抱えている場合

もありますので、そこは一つの所管だけではや

りきれないというところを、複数の所管で連携

して、少しでも負担を減らせるような施策がな

いかを複数の所管で考えるための窓口になりま

すので。まずは区でやってみて、門戸を広げる
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ために拡大するかもしれませんが、まずは４月

スタートですので、区でやってみて、これから

職員を増やすのか、相談窓口を違う形で増やす

のか、そこは今後の検討だと思います。 

（石阪分科会長） 

話が錯綜しているのですが、相談自体は区が

責任をもってやるべきだと思うんですね。個人

情報もありますし、専門的知見を持った方も必

要ですし。ただ、いろいろ意見を聞く。これは

民間や、地域で活動されている方を幅広く入れ

て、どんな仕組みにするかを考えていく必要が

あると思います。 

（市村副分科会長） 

私が聞いている範囲ですが、福祉まるごと相

談課というのは、役所の職員の方、福祉部の中

の一つの課であって、そこに専門的な知識を持

った人をたくさんいれて、ある程度対応ができ

る。対応ができない場合はもちろん外部の人に

も相談をするのでしょうけれども、基本はいろ

いろな複雑な相談が来るでしょうから、あまり

外には出さないで、内部のその課で専門職が相

談を受けると。それで今後どうなるのか知りま

せんが、そういうようなことだと私どもは聞い

ています。 

（勝田政策経営部長） 

おっしゃる通りです。あとは民生委員の方と

か、相談を受けた時にどこにつないでいいか役

所が分からない時には、福祉まるごと相談課に

つないでいただく形になりますので。今までど

こにつないだらいいか分からないというところ

で、支援が届かなかった方にも、とりあえず区

で受けて、どこが適した支援先かを選定するこ

とになります。 

（石阪分科会長） 

民間の方々のご意見、ＮＰＯとか市民活動を

されている方々が、区の様々な取組みに意見を

言いたい。あるいは、助けが欲しい時になかな

か今はつながっていなかった。大体メンバーが

いつも一緒で、例えば町会・自治会の方や、そ

れなりの今までの役職を持った方とか。民生・

児童委員もそちらに入っていたかもしれませ

ん。そうでない方々からの意見を今後どうやっ

て集めるかが一つ課題になると思います。この

計画はまさにそうだと思います。いろいろな

方々の意見。若い人であったり、もっと言えば

専門的な知見云々に関わらず、こうした方がい

いのではないかという見識を持つ区民はたくさ

んいるので、そういった方々の考え・意見をど

うやって区政・事業に反映するの。そう考える

と、今の仕組みではなかなか難しいのかなと。 

（山下友美委員） 

その流れですが、海外ではリンクワーカーと

いう仕組みがあるのですが。有資格者ではない

のですが、民間の方たちとお話をして、そこで

つなげていくというのが行政の方ではなく、リ

ンクワーカーと名付けている方がいるのです

が。こちらもそれを取り入れて、一般の人たち

にそういう講習を受けて、個人情報もあるの

で、難しいと思いますが。そういう人たちが増

えていけば、行政が全部やらなくてもいい仕組

みができます。「これぐらいならできるわ」と

いう人たちのやる気というか、そういうのも出

てくると思います。 

（石阪分科会長） 

おっしゃる通りです。足立区は直営でやるケ

ースが多くて、皆さん責任感が強いので、自分

たちだけでやろうとしがちですが。 

（山下友美委員） 

そこを相談員という形で、リンクワーカーと

いうのを設けるといいのではないかと。 

（石阪分科会長） 

この分野でやるかどうか別にして、可能は可

能かもしれません。 

（秋山委員） 

資料４－１の「子どもの学び」についてなの

ですが、１から８までが全て子ども主体のこと

になってしまっていて。私はここに一つやはり

教職員というか、学校運営側、働く側の人を守

るようなものも入れてほしいと思っています。

まず、スクールカウンセラーの東京都の雇い止

めというのが問題になっていて、この春から２

５０人の経験を持った方が失業されるというこ

とで、現場レベルでは大問題になっています。

教職員にも非常に負担を掛けると思いますの

で、これを独自に足立区で採用していくとか。 

あとは、最近ニュースで見たのが、奈良県天
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理市では、保護者からのクレームを専門に受け

付ける部署を作ったそうです。それで学校の先

生に保護者からのクレームが直接行かないよう

にすることで、教職員の負担を減らすというこ

とをやっています。ですから、私はこの目標の

中に、学校での働き方の負担軽減を盛り込んで

いくことが必要だと思います。 

あとは、足立区独自の教育。底辺を底上げす

るというのと、長所を伸ばすというものの二本

立てで行くということの中には、子どものケア

とか教職員のケアに力を入れているということ

も一つ出せるのではないかと思っているので、

そこもぜひ記載していただきたいと思います。 

（石阪分科会長） 

今、かなり教職員は厳しいですか。 

（大山副分科会長） 

ここは議会でもずっとご指摘をいただいてい

ますが、足立区は結構若い教員が採用後すぐに

配属になるケースがあってですね。子どもたち

への対応だったり、保護者への対応になかなか

慣れない部分があって。メンタルで休職して、

結果的に副校長先生が担任を持って、本来業務

ができないみたいなこともあります。その意味

では、来年度からですが、スクールローヤーと

いう制度を取り入れましてですね。学校でいろ

いろ先生方がお悩みの部分について、１校に１

人付けるわけにいきませんので、まずは学校専

門の顧問弁護士みたいな形で、いろいろなご相

談を教育委員会で取りまとめをして、場合によ

っては同席をしたりみたいなこともやりなが

ら、どういう形で解決していくのが一番いいの

かというのはケースバイケースになると思いま

すが、４月以降そういう仕組みを持った上で、

現場の問題解決に専門家が後ろから後押しがで

きるような、そんな仕組みを今考えています。 

（石阪分科会長） 

これは地域とか保護者とのトラブルの間に入

るということですね。 

（大山副分科会長） 

そうです。労働環境と言うよりは、むしろト

ラブル対応になります。ですので、例えば、保

護者から理不尽なことを言われて、どう対応し

ていいのかが分からない。なかなか相談ができ

ないという時に、心のメンテナンスとはちょっ

と離れるかもしれませんが、その原因を取り除

くという部分で、学校の先生たちが現場で起こ

るいろいろな問題に、じゃあ法的にどうなのだ

ろうということのご相談ができやすくなるのか

なと。一応、そういうことを考えています。 

あとはメンタルの部分では、昨年、議会でご

要望をいただいて、ＥＡＰ職員支援の仕組みが

ありまして。これも今まで区の職員だけで、電

話で相談ができるというものも、教職員まで広

げて相談ができるようにということも少し加え

ておりますので、ただ、そうはいってもなかな

か相談がしづらい点もあるかもしれませんの

で、そこは引き続きやっていかなければいけな

いことだと思います。 

（石阪分科会長） 

部活動の地域移行はどうなっていますか。 

（大山副分科会長） 

これは地域によっていろいろ違いがあって、

民間に委託してすごくいいねというところがあ

る一方、足立区の場合は部活動の指導がやりた

い先生も少なからずいらっしゃるということ

で、今の段階ではまだいろいろ話し合いの途中

ですが、部活動の支援をしていただく人をもっ

と増やして、先生の負担を軽くしていけばいい

のではないかというので、今、進めているとこ

ろです。 

（野沢委員） 

先生の負担軽減ということですが、本当にそ

の通りだと思います。沖縄の各市町村と教育委

員会の方で、今回、先生に代わって印刷物とか

簡易的な採点をするという教育業務の支援員。

スクールサポートスタッフみたいなのを募集し

ています。先生のメンタルのケアも必要です

が、そもそも先生が忙しすぎるのではないかと

思います。ですので、こういった事務的な面で

のサポートも含めた上での、先生の支援の拡充

は必要だと思います。 

（石阪分科会長） 

大学では事務がやる仕事と先生がやる仕事は

分かれていますが、小中学校は全部先生がやる

という問題もあると思います。そういう支援員

みたいなものを学校の中に配置することは今後
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必要かもしれません。 

（片野委員） 

もう既にそういう方は入っています。副校長

先生の補佐もいますし、会計年度任用職員で入

っていらっしゃいます。それでスクールサポー

トスタッフと言って、先生たちからお願いされ

たことをやっていらっしゃる。丸を付けたり、

テストを用意したりということもやっていま

す。 

（石阪分科会長） 

教員免許を持たない人ですね。 

（片野委員） 

はい。秋山委員がおっしゃった、親が学校と

のことで悩んだ時に相談できる窓口を絶対に作

ってほしいと思っているんですね。例えば、教

育相談でこども支援センターげんきに行こうと

思ってもとても込んでいて、すぐにはつながら

ない、学校を経由しなければ受け付けないとい

うふうになっているし。あとは、子ども自身、

親に騒いでくれるなと言っているのですね。そ

うなると、親の気持ちとしてどこに相談したら

いいかが分からない。そういう相談を私たち民

間ベースが今受けていることになっています。

たまたまそういうツールがあれば、どうすれば

いいですかって教育委員会に聞けるのですが、

結局、教育委員会に相談すると、それが先生の

方に行って、先生からということになると、子

どもが嫌がって言わなくなるという悪循環にな

るので、やはり第三者機関、相談ができる第三

者機関を早く作っていただきたいです。そうす

ると、子どもが学校の先生と問題があった時

に、親がそれを言っていける場所があるだけで

だいぶ安心すると思います。 

（石阪分科会長） 

これはずっと言われてきた第三のスペースで

すね。家庭と学校じゃないところにそういうも

のを作らないと意味がないということですね。 

（片野委員） 

学校に対しては言えないというストレスを持

っている親が非常に多いので。 

（石阪分科会長） 

今はないのですか。保護者の相談に乗るよう

なＮＰＯとか。 

（大山副分科会長） 

基本的に広いスパンで学校のことの相談に乗

ってくれるところはないですね。結局、いろい

ろな学校の対応、先生の対応が悪いといったこ

とは、これは教育指導課にご相談なりお声が来

て。 

（石阪分科会長） 

そこから学校に行くのですね。 

（大山副分科会長） 

そうです。そこで指導主事というものがご意

見の趣旨を踏まえて、実際にどうなのだろうと

いうことで現場に入っていきますので。ただ、

それにしてもスパンは限られますので。まるご

と第三者になりきれているかどうかというの

は、相談する側としては疑問に思うかもしれま

せん。 

（山下友美委員） 

まさにそれをこちらがやっている最中で。学

校のことで親の意見からという相談も、子ども

食堂でご飯を食べながら「最近どうなの？」と

いう話を聞いたり、良いことも悪いことも、い

じめに遭ったり、不登校の子もいますし、その

不登校の子に対してのケア。オンラインでいろ

いろ話したり、ＬＩＮＥで保護者とはつながっ

ていて、最近どうだこうだというのを我々に友

達感覚で言ってきてくれるというのが、こちら

しかとりあえずないので。いろいろこちらも足

立区全体のフードパントリーで届けたりしてい

るので、学校がどうなっているかも聞きます。

行政がというのは敷居が高いというか、わざわ

ざ学校に行く必要もないし、学校に言ったとこ

ろで、みんなにばれてしまう、また親に知られ

るのが嫌だというのがあるので、学校に相談と

いうのは、難しいところがあるのかなと。親も

親で周りの親の目もあるし。 

（石阪分科会長） 

山下委員のところは、子どもからの相談も親

からの相談も。 

（山下友美委員） 

両方やっています。だからフードパントリー

をやっていて、食料を取りに来る時に、最近ど

うなのと３０分から１時間ぐらい時間を掛けて

その方と話して、子どもの様子だったり、それ
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で虐待を見抜いたりもしますが。気付きの目を

増やさないと、言いたいことも言ってこられな

いと思います。自ら行くのでは勇気がいるけれ

ども、こちらから気付いてアクションをすれ

ば、何だかんだ言ってきてくれることが多いの

で。そういうものはあった方がいいと思いま

す。 

（野沢委員） 

教育長にうかがいます。先ほどのスクールサ

ポートスタッフというのは、区内の小中学校全

校に一律に一定数配置されているのですか。 

（大山副分科会長） 

正確には学校ごとに人数の違いはあるかもし

れませんが、配属されているはずです。 

（片野委員） 

私は行政につながることが非常に大事だと思

っています。ですので、行政がそこで第三者機

関を作って、そこに困ったことがあったら言っ

ていけるという場所を作った方が。民間でも受

けることは受けられますが、根本的な組織上の

問題だったりする時もあるので、そこはやはり

第三者機関で安心して相談ができるものを行政

が作ることが大事だと思います。 

（石阪分科会長） 

今、行政と教育というのは一体なのか、それ

とも行政は教育から離れていて、独立してそう

いう中立的なものが作れるのかどうか。この辺

がかなり難しいところです。今の考え方だと、

ある程度中立的なものならば作った方がいいか

と。学校もＮＰＯも全部入ってもらって、それ

でできるのですが。実際に学校と行政というの

はかなり近い関係にあって。結局行政に言って

しまうと、それが学校に行ってしまう。学校で

のそういった噂の問題も出てきたりして、相談

ができないことにもなってしまうので。今の片

野さんの仕組みを作るとすると、新たな組織を

作らないとできないですよね。 

（ぬかが委員） 

この議論の発端は、秋山委員の方から、現場

の教員の負担軽減ということだったと思うので

すが、それは私も入れてもいいと思います。も

し入れるとしたら、細かいことはこれからの議

論を反映しながらやっていけばいいと思います

が、今回新しく教育委員になられた先生が、自

分は教育委員として現場の声を活かしたいと、

現場の声を大事にしたいと。現場の先生たちが

働きやすい環境を作りたいとおっしゃってい

て。まさにそういう現場の教員を活かす、そう

いう環境整備というものは入れてもいいのでは

ないかと思います。もちろん前提は子どものた

めのものですが。 

（石阪分科会長） 

負担軽減と言うよりは、子どもと向き合う時

間を確保できるようなものとか。 

（ぬかが委員） 

大きく括ったものとして、一つ教員のことを

入れるというのはいいと思います。 

（石阪分科会長） 

教員プラス保育士とか、どこまで踏み込むか

によりますが。子どもと関わる仕事というと、

他にもたくさんあると思うのですが、この流れ

では。 

（ぬかが委員） 

学校ですよね。 

（石阪分科会長） 

ただ皆さん大変なので、そのあたり。 

（ぬかが委員） 

どこかで表現して入れられたらいいのではな

いかと思います。 

（森元委員） 

２点あります。１点目ですが、資料４－４の

④「災害があっても頼れる、相談できる人が身

近にいる地域づくり」について。「災害があっ

ても頼れる、相談できる人が身近にいる地域づ

くり」というのがよく分からないのですが。ど

んなことを指しているのですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

この意図というのは、この間の議論の中で、

町会・自治会の加入率の話があって、低下して

いるというのがありました。町会・自治会に加

入してくださいということではなかなか訴求が

難しい部分もあるので。元々、町会・自治会は

避難所の設営を担っていただいている部分があ

るので、この辺りを再度明確にして、災害時に

寄与する団体として町会・自治会があるのだと

いうことをしっかり打ち出した方がいいという
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議論がありましたので、災害があっても頼れ

る、相談できるということでは支援の団体です

ので、そういったものが強化されるような地域

づくりを進めるという視点で表記しました。 

（森元委員） 

「防災について相談できる」という表記の方

が、災害前提というよりは、もう少し未来的で

いいのではないかと思いました。 

もう１点。３月２０日の集英社オンライン

で、竹の塚がチャイナタウン化しているという

ニュースが出ていました。友人に対して投げ掛

けたアンケートから出てきた回答なのですが、

竹の塚には中国人が多すぎると。外国人を優遇

しすぎたからこうなってしまったのだから、外

国人に補助金を出すなということを書いた子が

いました。そういう認識が若者の中に持たれて

いるという現状がある中で、お互いの文化や背

景を理解することで、様々なルーツを持つ人々

と総合理解が進むまちづくりということなので

すが、この目標に対する具体的な施策や、どう

していくのかがあまり見えないなと思ったので

すが。これに関して具体的な施策などあります

か。 

（石阪分科会長） 

目標としてはこれでいいと思うのですが。そ

のために何か具体的な取組みができるのか。今

後アクションプランを考える時に、何かするの

かというところも含めて事務局から回答できま

すか。 

（伊東基本計画担当課長） 

現在、多文化共生推進計画というのがありま

して、様々な取組みをしていますが、森元委員

がおっしゃる通り、それが強力に進められてい

るのかというところは、確かに疑問点があるか

と思います。また、私どもで人口推計を新たに

出したのですが、外国人がこのままだと１０万

人を超えるような推計をしていますので、着実

に外国人が増えると思います。このあたり、区

全体として外国人に対する意識というのが、ま

だ高くないというのは事実だと思います。ここ

に位置付けることで、個別の施策の中で外国人

に対する意識を強くしてくださいというメッセ

ージにもなると思っています。 

（森元委員） 

外国人が増えると同時に、自分の学校とかで

もそうでしたが、ハーフの子でしたり、自分の

ルーツが日本に限らない子たちというのが教育

の場でも増えてくると思うので、この点につい

てもう少し具体化できるような形で目標に入れ

られたらと思います。 

（野沢委員） 

４－４のところで、新しい住民と古い住民と

の協働・融和をどこかに追加していただけると

いいなと思っています。というのは、例えば、

町会の集会所がないという話もあったのです

が。私が中古で買ったマンションもそうです

が、大体どこのマンションも大きな集会所を持

っています。一方で外の人には貸し出しはしな

い。マンションの自治会の中だけで完結してい

る。マンションの中での集まりとか、餅つき大

会とか、そういうのもあります。しかも自治会

の加入率って、マンションは９５％とか、うち

のマンションは９８％なのですが。１人以外は

みんな自治会に参加しています。 

（石阪分科会長） 

新住民は地域活動にあまり参加してくれなく

て、旧住民だけがずっとやっていると。これを

むしろ新しい方と一緒になれるような仕組みを

作ってほしいということですか。 

（野沢委員） 

そうです。再構築みたいなことですね。 

（石阪分科会長） 

それはいいと思います。 

（秋山委員） 

私の小学校には開かれた学校づくり協議会が

ありますし、あとはＰＴＡの役員として、千住

城東地区の青少年対策委員会にも出ているので

すが、そのメンバーを見ると町会の長とか、平

均年齢は６０以上の方ばかりだったりするので

すね。マンションの自治会にしか入っていない

人たちは、当然そういう会議のメンバーになる

ことを打診すらされないという状況です。なの

で、資料４－５で「子ども・若者の意見表明」

のところに、「子ども・若者が当事者として」

というのがあるのですが、開かれた学校づくり

協議会だとか、青少年対策委員会、あとまたこ
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ういった審議会のメンバーなどを決める際に

も、町会や団体の長だけではなくて、公募でメ

ンバーを決めるとか、若者の割合を一定数決め

て必ず入れさせるとか。既存の会がいっぱいあ

るので、十分意見を聞いていると思われがちで

すが、形骸化している部分がすごく多いように

見えます。今ある会のメンバーを見直す。必要

があれば、地域を本当に構成している人たちの

割合で公募もするということをしていかなけれ

ばいけないと思います。「子ども・若者の意見

表明」のところに、「同じ目線で区の未来を描

く」のところに、審議会などのメンバーに子ど

もを一定数入れるとかも追加してほしいと思い

ます。 

（石阪分科会長） 

おそらく民間とか任意団体にそれを共有する

のは難しいと思うので、まずは区からそういっ

た若い人たちを事業や区政に反映させるよう

な。例えば、今の話ですと、審議会とか委員会

のメンバーの中に、今は男女の比率はあったと

思いますが、年齢は今まで議論されずに来たと

ころがありますので。このあたりどんな書き込

みをするかは別にして、もっといろいろな人の

意見を入れるための見直しは是非やっていただ

きたいというご意見ですね。 

（秋山委員） 

そうですね。今のままだとまさにシルバー民

主主義状態ですので。それは良くないですし、

未来のことを話す場合は特に未来の当事者の意

見を聞くためにメンバーに入れないといけない

と思います。 

あとは野沢委員や森元委員がおっしゃいまし

たが、防災の時に現場で動く人は若い体が動く

人だと思うので、今、防災というのは町会をメ

インにやっているので、それだと有事にうまく

動かないとか。その場で立候補してきた人が場

当たり的にやるみたいな状況になりかねないと

思っていて。笠井委員はそういうところにすご

く危機感を持っていると思うので話を伺いたい

です。 

（笠井委員） 

自治会・小学校・中学校のＰＴＡでやってい

ますが、全体的な問題として、若者の心配とい

ったものは、全部コミュニケーションが薄くな

っているのではないかと。学校で起こっている

保護者の悩み、子どもの悩み。子どもはなかな

か保護者に言えない部分があったとしても、保

護者が保護者に言うというのは、結構、言いや

すい部分があるのですが、なかなかそれもつな

がっていないのが現状で。本来ならばＰＴＡが

担うべきものであったり、町会・自治会が担う

部分の担い手がいなくて、結果的には行政にお

任せしたいという話になっていると思います。

本当ならば、そこのつながりがあれば、結構、

問題解決につながるのではないかという部分が

あって。 

あとは災害についての町会・自治会のシルバ

ー化ですね。これも逆に自治会の問題にもなっ

ていて、若い方たちの参加がないからどうしよ

うかと。例えば、防災委員もしているのです

が、そうすると集まるメンバーは７０代後半か

ら８０代前半で。災害があった時に実際に動け

るのかというと、実際は無理だろうというのが

すぐ分かるような状態で運営をやっている状況

です。なので、そういう時に必要なのは、若い

方たちの参加。でも若い子たちは心配には思っ

ているけど、参加の方法が分からない。上に年

寄りがいるからなかなか参加しづらいとか、い

ろいろな問題が絡んでいて、これからそれを変

えていこうという空気が出ている気がします。

今この段階でその問題が出ているのはとてもい

いことで、この先どうするかが重要になると思

います。 

（石阪分科会長） 

ただ一方で昼間の時間帯は若い人はいないの

で、何か実際に震災があったり、火災があった

りした時に、出てきて活動しているのは高齢者

が多いですよね。だから若手だけに任せると地

元が全く動かなくなることもあるので、そこは

バランスだと思います。今は圧倒的に高齢者が

多いので、若い人に入ってきてもらいたいです

が。 

（笠井委員） 

地震が起きるのが昼間だったりすると若い子

が活動している時なので、家庭の場にいなかっ

たり、住んでいる場所にいなかったり、地域に
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いなかったりがあるので、なかなか上手くリン

クができないし。心配な時は電話やＬＩＮＥで

「大丈夫？」しかできないところがあるので。

これも今後の課題なのではないかと思います。 

（石阪分科会長） 

防災組織ですね。町会・自治会だけじゃなく

て、例えば自主防災組織も含めてですが、いろ

いろな方が参画できるような、年齢も含めて、

それと同時に先ほどあった委員とか審議会、区

としてまずできることは、そこに多様な意見を

反映させる仕組みを作る。特に若い方からの意

見を取り込む仕組みを作ってほしいという意見

だったと思います。 

（野沢委員） 

私は秋山さんの意見に同意していまして。こ

ういった審議会に参加する方は偏りがある気が

します。裁判員を決めるような形で、無作為抽

出はできないのものでしょうか。というのも、

先日、東京土建の審議会に出た時に、ものすご

くいろいろな思いがあります。処遇改善とか。

だから普段多分もしかしたらインフラを支えて

いるような方も、区に対しての思いがあるみた

いです。一方でそういった方々は、朝から晩ま

で仕事をされているので、そういう審議会には

出られない。ですので、無作為抽出をして、辞

退数が多かったとしても、呼ぶ機会を作ること

は可能なのでしょうか。 

（石阪分科会長） 

そのあたりは審議会よりは広聴ですかね。い

ろいろな意見を言う場がどれだけ開かれている

のかということですが、実際に広聴はされてい

ますか。 

（伊東基本計画担当課長） 

無作為抽出の広聴はやっていません。 

（石阪分科会長） 

幅広く意見を聞く場面は確保されていますよ

ね。 

（伊東基本計画担当課長） 

各計画策定の時には、公募委員をお願いした

り、パブリックコメントもありますが。あとは

まちづくりで言えば、地域に職員が行って、自

由に話しに来てもらうような話の聞き方は最近

始めています。 

（石阪分科会長） 

審議会の委員で公募枠は自由に変えられるの

ですか。 

（伊東基本計画担当課長） 

条例の設定の仕方だと思います。今回、森元

委員に入っていただきましたが、子どもの意見

を聞くためにタブレットを使ってというのも、

当事者の意見を聞く手法を考えてのことですの

で。審議会にも若い人の枠を作るべきではない

かというので内部で検討しています。ただ、ど

うしても知識・経験が必要な場面もありますの

で、そこは難しいだろうと。ただ、枠を増やし

ていかないといけないという話はしています。 

（石阪分科会長） 

こういった委員会を無作為でというのは難し

いと思います。公募の委員でも作文を書いても

らったり、面接をしたり、それなりの知見を持

った方が全体ですので。それとはまた別に、広

聴の仕組みというか、いろいろな人の意見を聞

く仕組みは別途必要だと思います。 

（片野委員） 

今の委員の話ですが、私たちは会を代表して

出てきていますが、代表者がいかに自分たちの

会員の意見を持ってそういう場に臨めるかだと

思います。代表は代表として大勢の会員がいま

すので、その意見を集約して、若い人から年を

取った方まで聞いていくということもあるの

で、私としては若い方が参画していただくのは

とても良いので、公募の枠を増やしてはどうか

と思います。団体は団体としていろいろな意見

を集約しているので、それを減らすとかではな

くて、新しい公募の方を入れて、いろいろな議

論ができたらいいのではないかと思います。 

（石阪分科会長） 

いわゆる意見の出し方ですね。これは何より

も今回の計画の中で、いろいろな人の意見を聞

くというか、特に若い方、当事者の意見を区政

に反映させることが必要だということは皆さん

からいただいたと思います。 

（秋山委員） 

資料４－４の「区のイメージを高め、選ばれ

るまちになる」の項目ですが、オレンジ色の目

標を三つ出していただいた部分。これは全て情
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報発信で括られています。私は、今後の時代に

必要なことで、一方的に出すことではなくて、

それを受け取ってもらったことを確認したり、

受け取った側との対話というのがこれからの時

代は大事だと思っていて。なので、情報を受け

取る側の反応を意識していくというところを、

もう少し分かりやすくしてほしいなと思いまし

た。私自身もＰＴＡ経由で区の方にいろいろ質

問をしたりした時に、話してもらってはいるら

しいのですが、その回答がどうなったのかが手

元に来ないことが結構あります。そういう区の

ホームページから個人として送ると返ってきま

すが、足立区、情報発信はとても強いけど、そ

れをどう受けたのかを区民に見える化すること

が苦手ではないかと感じています。そこを強化

していただきたい。それがシビックプライドに

も関わってくることだと思います。受け取って

もらえているかどうかの確認ができるような姿

になってほしいと思います。 

（森元委員） 

各自治体のＳＮＳを見てみたのですが、その

中で足立区のＳＮＳを見て思ったことがありま

す。区の人に伝えたいのか、区外の人に伝えた

いのか、観光としてアピールしたいのか、それ

とも区のこういう情報があるよというのを出し

たいのかというのが、少し明確ではないと思え

た部分がありました。区の内部の人に出す情

報。例えば、自転車の鍵の補助が出るよという

情報であったり、こういうイベントがあるとい

う情報を流すのだとしたら、全然見られていな

いなという部分があると思っていまして。ある

意味、ＸのようなＳＮＳを使用する際には、区

外に拡散力のある情報をアピールする自治体が

多かったりするので、足立区のＳＮＳの目的・

目標が見えないなというのは思いました。その

点、区の広報の方針だったり、目的みたいなも

のが入ると、今後のＳＮＳ運用だったり、広報

運用の中で一つの目的になるのではないかと思

いました。 

（石阪分科会長） 

発信自体は結構いろいろやっているのです

が、ターゲティングが上手くできていなくて、

どこに対してどういう情報を流すのかの整理が

できていないということですね。 

（森元委員） 

ホームページもすごく見やすく、調べたい情

報にアクセスしやすいのですが、何を調べる人

に向けて、この区のホームページが整備されて

いるのかがあまり明確ではなくて。僕みたいな

足立区に興味がある人ならば、端から端まで見

ますけど。そういう人ばかりではないと思って

いて。アクセスの仕方は書いていると思います

が、そこにどういう目的を持って広報を運営し

ていくかというのが一つあるといいなと思いま

して。 

（石阪分科会長） 

時間になりました。皆さんから出していただ

いた意見を踏まえて、今度は全体会。こちらに

ついては、この審議会の答申を確認していきた

いと思っています。また、分科会がもう１回あ

るとお知らせしてきたのですが、一応、令和６

年度、４月以降ですが、全体会２回、分科会１

回の予定をしていたのですが、これだけ皆さん

にたくさんいただきましたので、３回を全て全

体会にすると。我々と違う部会の方も含めて議

論をしていきたいと。これはなぜかというと、

分野横断的なところがほとんど議論できなかっ

たという経緯がありまして。向こうの意見で、

本日説明がありましたが、実際にどんなことを

話していたのか。どんな意見が出てきたのか。

今後はその組み合わせも踏まえて考えたいと思

います。もし皆さんがよろしければ、３回とも

全体会とさせていただきたいと思いますがよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

（石阪分科会長） 

それでは、いろいろな意見をいただきたいこ

ともありますので、来年度については３回とも

全体会とさせていただきます。 

それでは、皆様からご議論をいただいたもの

をまとめていただいていますので、今回の議論

をこちらに盛り込んでいただいて。いろいろ意

見が出ましたので、かなり突っ込んだ議論がで

きたのではないかと思います。これをまた反映

したいと思います。それでは時間になりました

ので、事務局にお返しします。 
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４ 事務連絡 

（伊東基本計画担当課長） 

本日も多様なご意見、ありがとうございまし

た。昨日、まち・くらし分科会でも、今後３回

とも全体会にということについては、その方が

いいのではないかというご意見でしたので、新

年度は全て全体会ということで調整させていた

だきます。次回の予定ですが、第３回の全体会

は令和６年６月１０日の午後２時を予定してい

ます。場所は今日と同じ８階特別会議室を予定

しています。当日の資料については、今回同様

にあらかじめ送付します。ご希望があればデー

タでも送信しますので、ご入り用の場合は事務

局にお申し付けください。 

（石阪分科会長） 

それでは分科会としては今日が最後となりま

す。次回、皆さんとお会いするのは全体会にな

ります。 

（大山副分科会長） 

私ごとですが、この３月で教育長を退任とな

りまして、次は福祉部長の中村が教育長になり

ます。また全体会で様々なご意見をいただい

て、それも反映できるようにしていきたいと思

います。お世話になりました。ありがとうござ

いました。 

（石阪分科会長） 

それでは以上で本日の分科会を終了します。

皆さん、ご協力ありがとうございました。 

（伊東基本計画担当課長） 

お車でお越しの委員の方は駐車券のご用意が

ありますので、事務局までお申し付けくださ

い。ありがとうございました。 

 


